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国
際
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族
法
研
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報
告
（
第
42
回
）
》

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
離
婚
後
扶
養
の
動
向足

立
　
文
美
恵

一
　
は
じ
め
に

　

ア
メ
リ
カ
で
は
、
一
九
七
〇
年
代
か
ら
一
九
八
〇
年
代
に
か
け
て
、

離
婚
原
因
法
の
改
革
が
行
わ
れ
、
有
責
主
義
を
排
し
無
責
主
義
が
と
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
伴
い
、
離
婚
給
付
法
も
大
き
く
変
わ

り
、
離
婚
給
付
法
は
離
婚
後
扶
養
（alim

ony

、
ア
リ
モ
ニ
ー
）
を
中
心

と
す
る
も
の
か
ら
、
財
産
の
清
算
を
中
心
と
し
離
婚
後
扶
養
を
そ
の
補

充
的
役
割
を
担
わ
せ
る
も
の
に
変
容
を
と
げ
た
。

　

そ
の
後
、
二
〇
〇
二
年
に
は
、
ア
メ
リ
カ
法
律
協
会
（A

m
erican 

Law
 Institute

）
に
よ
り
「
婚
姻
解
消
法
の
原
理
―
分
析
と
提
言
（Prin-

ciples of the Law
 of Fam

ily D
issolution : A

nalysis and Recom
m

en-

dations

（2002

）、
以
下
『
婚
姻
解
消
法
の
原
理
』
と
い
う
）」
が
公
表
さ

れ
、
離
婚
給
付
を
含
む
婚
姻
の
解
消
に
関
す
る
原
理
が
提
唱
さ
れ
た
。

『
婚
姻
解
消
法
の
原
理
』
は
、
公
表
さ
れ
た
当
時
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け

る
婚
姻
解
消
に
関
わ
る
法
へ
の
影
響
に
つ
い
て
、
多
く
の
論
文
が
出
さ

れ
る
な
ど
各
方
面
か
ら
期
待
さ
れ
て
い
た
（See, M

ichael R.

Clisham
,Robin Fretw

ell W
ilson, A

m
erican Law

 Instituteʼs Princi-

ples of the Law
 of Fam

ily D
issolution,E

ight years A
fter A

doption: 

G
uiding Principles or O

bligatory Footnote? 42 Fam
 L.Q

,vol3. 575

（2008

））。『
婚
姻
解
消
法
の
原
理
』
が
公
表
さ
れ
て
か
ら
約
一
〇
年
が

経
過
す
る
が
、
ア
メ
リ
カ
の
離
婚
給
付
に
関
す
る
法
は
、
ど
の
よ
う
な

状
況
に
あ
り
、『
婚
姻
解
消
法
の
原
理
』
は
ア
メ
リ
カ
の
婚
姻
解
消
に

関
す
る
法
に
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

本
稿
で
は
、『
婚
姻
解
消
法
の
原
理
』
に
お
い
て
、
従
来
の
制
定

法
・
判
例
に
は
な
い
新
し
い
概
念
、
付
与
・
内
容
の
決
定
基
準
が
提
唱

さ
れ
た
離
婚
後
扶
養
に
注
目
し
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
離
婚
後
扶
養
に

つ
い
て
、
従
来
の
状
況
と
比
較
し
な
が
ら
そ
の
現
状
を
見
て
い
く
こ
と

と
す
る
。

二
　
離
婚
後
扶
養
の
付
与

　

ア
メ
リ
カ
で
は
、
離
婚
後
扶
養
を
含
む
家
族
に
関
す
る
法
は
、
州
ご

と
に
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
離
婚
後
扶
養
に
関
す
る
法
に
は
、
そ
の
種

類
、
付
与
等
の
決
定
基
準
に
つ
い
て
一
定
の
傾
向
が
み
ら
れ
る
。
従

来
、
離
婚
後
扶
養
は
、
ア
リ
モ
ニ
ー
（alim

ony

、
離
婚
後
扶
養
）
と
呼

ば
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
一
九
七
〇
年
代
か
ら
一
九
八
〇
年
代
の

離
婚
原
因
法
の
改
革
に
伴
う
離
婚
給
付
法
の
改
革
に
よ
っ
て
、
ア
リ
モ

ニ
ー
の
他
に
、spousal support

（
配
偶
者
扶
養
）、m

aintenance
（
扶
養
）
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
離
婚
給
付
法
の
改
革
か
ら
約

三
〇
年
経
過
し
た
現
在
で
も
、
離
婚
後
扶
養
は
、
依
然
と
し
て
ア
リ
モ

ニ
ー
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
又
、spousal support

、m
aintenance

と

呼
ば
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
離
婚
後
扶
養
の
他
に
、com

pen-
satory spousal support

（
補
償
的
配
偶
者
扶
養
）
やrestitutional 
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alim
ony

（
補
償
的
ア
リ
モ
ニ
ー
）
と
呼
ば
れ
る
も
の
も
、
離
婚
後
扶
養

の
一
形
態
と
し
て
も
登
場
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　

離
婚
後
扶
養
の
概
念
は
、
従
来
は
、
受
給
者
の
再
婚
又
は
夫
婦
の
一

方
の
死
亡
ま
で
定
期
的
な
支
払
い
が
継
続
す
る
扶
養
料
で
あ
っ
た
。

一
九
七
〇
年
代
か
ら
一
九
八
〇
年
代
の
離
婚
原
因
法
の
改
革
に
伴
う
離

婚
給
付
法
の
改
革
に
よ
り
、
離
婚
給
付
の
中
心
が
財
産
の
清
算
と
な

り
、
離
婚
後
扶
養
は
そ
の
補
充
的
役
割
を
担
う
も
の
と
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
ま
た
、
離
婚
後
扶
養
の
概
念
は
、
一
方
配
偶
者
に
経
済
的
必

要
性
が
あ
り
、
他
方
配
偶
者
に
支
弁
力
が
あ
る
場
合
に
、
一
方
配
偶
者

の
経
済
的
必
要
性
に
応
じ
て
支
払
わ
れ
る
扶
養
料
へ
変
化
し
た
（
拙
稿

「
財
産
分
与
と
ア
リ
モ
ニ
ー
―
ア
メ
リ
カ
に
お
け
るRehabilitative A

lim
o-

ny

に
つ
い
て
―
」
比
較
法
第
三
九
号
（
二
〇
〇
二
年
）
三
三
九
頁
以
下
）。

　

こ
の
よ
う
な
離
婚
後
扶
養
の
概
念
の
変
化
に
よ
り
、
従
来
型
の
離
婚

後
に
加
え
て
、
新
し
い
型
の
離
婚
後
扶
養
も
各
州
の
制
定
法
及
び
判
例

に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
従
来
型
の
離
婚
後
扶
養
は
、

パ
ー
マ
ネ
ン
ト
・
ア
リ
モ
ニ
ー
（perm

anent alim
ony

、
永
久
的
離
婚

後
扶
養
）
と
呼
ば
れ
、
離
婚
後
扶
養
の
支
払
い
は
受
給
者
の
再
婚
又
は

夫
婦
の
一
方
の
死
亡
に
よ
り
終
了
す
る
も
の
で
あ
る
。
新
し
い
型
の
離

婚
後
扶
養
は
、
主
に
リ
ハ
ビ
リ
テ
イ
テ
ィ
ブ
・
ア
リ
モ
ニ
ー
（rehabili-

tative alim
ony

、
社
会
復
帰
の
た
め
の
離
婚
後
扶
養
）
と
呼
ば
れ
、
離
婚

後
扶
養
が
支
払
わ
れ
る
期
間
が
予
め
裁
判
所
又
は
合
意
に
よ
り
決
め
ら

れ
て
お
り
、
離
婚
後
扶
養
の
支
払
い
が
そ
の
期
間
の
経
過
に
よ
り
終
了

す
る
も
の
で
あ
る
。

　

上
述
の
よ
う
に
、
最
近
で
は
、com

pensatory spousal support

な
ど
の
よ
う
に
補
償
と
し
て
の
意
味
を
有
す
る
離
婚
後
扶
養
も
登
場
す

る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
オ
レ
ゴ
ン
州
の
判
例
で
は
、
他
方

配
偶
者
へ
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
へ
の
貢
献
が
考
慮
さ
れ
、com

pensato-
ry spousal support

（
補
償
的
配
偶
者
扶
養
）
の
付
与
が
認
め
ら
れ
て

い
る
（In re M

arriage of H
arris,244 P.3d 801

（O
r.2010

））。

⑴
付
与
の
基
準

　

一
九
七
〇
年
代
か
ら
一
九
八
〇
年
代
に
お
け
る
離
婚
給
付
法
の
改
革

に
よ
り
、
離
婚
後
扶
養
の
概
念
は
、
一
方
配
偶
者
に
必
要
性
が
あ
り
、

他
方
配
偶
者
に
支
弁
力
が
あ
る
場
合
に
、
他
方
配
偶
者
か
ら
一
方
配
偶

者
に
対
し
て
支
払
わ
れ
る
も
の
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う

な
離
婚
後
扶
養
の
概
念
の
変
化
や
、「
統
一
婚
姻
及
び
離
婚
法
（the 

U
niform

 M
arriage and D

ivorce A
ct

）」
の
離
婚
後
扶
養
に
関
す
る

規
定
に
影
響
を
受
け
、
離
婚
後
扶
養
の
付
与
の
基
準
は
、
一
方
配
偶
者

に
必
要
性
が
あ
り
、
他
方
配
偶
者
に
支
弁
力
の
あ
る
こ
と
と
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
現
在
で
も
、
こ
れ
ら
の
基
準
は
、
離
婚
後
扶
養
の
付
与

の
基
準
と
さ
れ
て
い
る
。
離
婚
後
扶
養
の
付
与
の
基
準
に
は
、
こ
れ
ら

の
基
準
に
加
え
て
、
婚
姻
の
継
続
期
間
、
清
算
に
よ
り
分
割
さ
れ
た
財

産
の
額
、
各
配
偶
者
が
負
担
し
て
い
る
債
務
（responsibilities

）
な
ど

も
考
慮
さ
れ
て
い
る
（See, Linda D

.Elrod, Robert G.Spector, A
 R

e-

view
 of the Y

ear in Fam
ily Law

: N
um

bers of D
isputes Increase, 

45 Fam
 L.Q

,vol 4 454 (2012)

）。
特
に
一
方
配
偶
者
の
必
要
性
と
他

方
配
偶
者
の
支
弁
力
と
い
う
基
準
は
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
イ
テ
ィ
ブ
・
ア
リ
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モ
ニ
ー
や
パ
ー
マ
ネ
ン
ト
・
ア
リ
モ
ニ
ー
と
い
っ
た
離
婚
後
扶
養
の
種

類
に
関
係
な
く
、
離
婚
後
扶
養
付
与
の
決
定
に
考
慮
さ
れ
て
い
る
。

⑵
有
責
性

　

一
九
七
〇
年
代
か
ら
一
九
八
〇
年
代
の
離
婚
給
付
法
の
改
革
以
前
に

お
い
て
、
離
婚
後
扶
養
の
付
与
の
基
準
は
、
一
方
配
偶
者
の
有
責
性
と

他
方
配
偶
者
の
無
責
性
で
あ
り
、
離
婚
後
扶
養
の
付
与
の
決
定
に
は
、

有
責
性
と
い
う
要
因
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
し
か
し
、

一
九
七
〇
年
代
に
離
婚
原
因
法
の
改
革
が
行
わ
れ
、
離
婚
原
因
法
か
ら

有
責
主
義
が
排
除
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
離
婚
後
扶
養
の
付
与
の
基

準
か
ら
も
有
責
性
が
排
除
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
離
婚
後
扶
養
の
付
与

の
基
準
は
、
一
方
配
偶
者
の
必
要
性
と
他
方
配
偶
者
の
支
弁
力
と
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

現
在
で
は
、
有
責
性
の
あ
る
夫
に
対
す
る
離
婚
後
扶
養
の
付
与
が
問

題
さ
れ
な
か
っ
た
裁
判
例
も
あ
り
（M

ani v.M
ani, 183 N

.J.70,2005 N
. 

J. LEX
IS 298.

本
事
例
で
は
、
妻
は
夫
に
比
べ
て
稼
働
能
力
が
高
い
こ
と
が

予
想
さ
れ
て
い
る
。）、
離
婚
後
扶
養
の
付
与
の
決
定
の
際
、
有
責
性
が

考
慮
さ
れ
な
く
な
っ
た
裁
判
例
も
み
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
離
婚

後
扶
養
の
付
与
の
基
準
と
し
て
有
責
性
が
考
慮
さ
れ
る
こ
と
を
認
め
る

州
も
あ
り
（
前
掲M

ani

判
決
で
も
、
例
外
的
に
、
限
定
的
な
範
囲
内
で
の

み
、
離
婚
後
扶
養
の
付
与
の
決
定
に
有
責
性
を
考
慮
し
て
も
よ
い
と
し
て
い

る
）、
ア
メ
リ
カ
の
離
婚
後
扶
養
の
付
与
の
基
準
と
し
て
有
責
性
を
認

め
る
か
否
か
は
、
州
に
よ
り
異
な
る
状
況
に
あ
る
。

⑶
そ
の
他
の
基
準

　

離
婚
後
扶
養
の
付
与
の
基
準
は
一
方
配
偶
者
の
必
要
性
と
他
方
配
偶

者
の
支
弁
力
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
基
準
が
考
慮
さ
れ
て
離
婚
後
扶
養
の

付
与
が
決
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
離
婚
後
扶
養
の
付
与
の

決
定
に
は
、
こ
れ
ら
の
基
準
に
加
え
て
、
い
く
つ
か
の
事
情
が
考
慮
さ

れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
婚
姻
期
間
が
一
〇
年
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
リ

ハ
ビ
リ
テ
イ
テ
ィ
ブ
・
ア
リ
モ
ニ
ー
の
付
与
を
認
め
な
か
っ
た
事
実
審

裁
判
所
の
判
断
を
誤
り
と
し
た
も
の
（M

obley v.M
obley, 18 So.3d 

724 

（Fla. D
ist. Ct. A

pp. 2009

））
が
あ
る
。

三
　
離
婚
後
扶
養
の
内
容

　

離
婚
後
扶
養
は
、「
扶
養
」
と
い
う
性
質
か
ら
分
割
で
支
払
わ
れ
る

も
の
が
多
い
が
、
一
括
で
支
払
わ
れ
る
も
の
も
あ
る
。
一
括
で
支
払
わ

れ
る
離
婚
後
扶
養
はlum

p-sum
 alim

ony

と
呼
ば
れ
て
い
る
。
一
括

で
支
払
わ
れ
た
離
婚
後
扶
養
に
関
す
る
裁
判
例
と
し
て
、
夫
の
死
亡
に

よ
り
支
払
い
が
終
了
す
る
期
限
付
の
離
婚
後
扶
養
の
ほ
か
に
、
夫
の

八
五
歳
と
い
う
年
齢
、
夫
の
健
康
状
態
が
著
し
く
悪
い
こ
と
な
ど
を
考

慮
し
て
、
一
括
で
支
払
わ
れ
る
離
婚
後
扶
養
の
付
与
の
有
無
が
決
定
さ

れ
な
か
っ
た
こ
と
に
誤
り
が
あ
る
と
し
て
、
事
件
を
差
し
戻
し
た
も
の

が
あ
る
（Schw

artz v.Schw
arz, 225 P.3d 1273

（N
ev. 2010

））。
分

割
で
支
払
わ
れ
る
離
婚
後
扶
養
に
は
、
支
払
い
の
期
間
が
受
給
者
の
再

婚
又
は
夫
婦
の
一
方
の
死
亡
ま
で
継
続
す
る
パ
ー
マ
ネ
ン
ト
・
ア
リ
モ

ニ
ー
と
、
裁
判
所
又
は
合
意
に
よ
り
決
め
ら
れ
た
期
間
の
経
過
に
よ
り

支
払
い
が
終
了
す
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
イ
テ
ィ
ブ
・
ア
リ
モ
ニ
ー
と
が
あ

る
。
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⑴
リ
ハ
ビ
リ
テ
イ
テ
ィ
ブ
・
ア
リ
モ
ニ
ー

　

リ
ハ
ビ
リ
テ
イ
テ
ィ
ブ
・
ア
リ
モ
ニ
ー
は
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
の

離
婚
給
付
の
改
革
に
よ
り
、
多
く
の
州
の
制
定
法
・
判
例
で
採
用
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
離
婚
後
扶
養
の
一
形
態
で
あ
る
。
一
九
七
〇
年
代
以

降
の
離
婚
給
付
の
改
革
で
は
、
そ
れ
ま
で
に
多
く
の
州
で
採
用
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
財
産
の
清
算
が
離
婚
給
付
の
一
つ
と
し
て
導
入
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
が
、
財
産
の
清
算
に
加
え
て
、
従
来
型
の
永
久
的
に
離
婚

後
扶
養
が
支
払
わ
れ
続
け
る
パ
ー
マ
ネ
ン
ト
・
ア
リ
モ
ニ
ー
ま
で
を
も

付
与
さ
れ
る
の
は
不
公
平
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
（M

ar-

shall, R
ehabilitative A

lim
ony: A

n O
ld W

olf in N
ew

 Clothes, 13 

Rev. Law
 and Soc. Change 678-679

（1985

））、
多
く
の
州
の
制
定

法
で
は
、
財
産
の
清
算
に
よ
り
分
配
さ
れ
た
財
産
の
額
な
ど
も
考
慮
さ

れ
て
、
一
定
の
場
合
に
離
婚
後
扶
養
の
期
間
が
制
限
さ
れ
う
る
よ
う
に

な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
各
州
の
裁
判
所
は
、
自
立
の
た
め
に
行
う
訓
練

や
教
育
、
又
は
新
し
い
生
活
に
慣
れ
る
ま
で
の
資
金
な
ど
と
し
て
リ
ハ

ビ
リ
テ
イ
テ
ィ
ブ
・
ア
リ
モ
ニ
ー
が
付
与
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
さ
れ

て
い
る
（L.J.W

eitzm
an, T

he D
ivorce Revolution,150

（1985
））。

　

現
在
で
も
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
イ
テ
ィ
ブ
・
ア
リ
モ
ニ
ー
は
、
離
婚
後
扶

養
を
受
給
す
る
配
偶
者
が
教
育
、
訓
練
等
に
よ
り
自
活
能
力
を
取
得
す

る
見
込
み
の
あ
る
場
合
に
適
切
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
（M

aiers  v. 

M
aiers, 775 N

.W
.2d 666

（M
inn.Ct.A

pp.2009

））。

　

し
か
し
な
が
ら
、
裁
判
例
で
は
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
イ
テ
ィ
ブ
・
ア
リ
モ

ニ
ー
は
、
自
活
能
力
の
取
得
が
考
慮
さ
れ
ず
に
付
与
さ
れ
る
場
合
も
あ

る
。
例
え
ば
、
自
活
能
力
の
取
得
以
外
の
理
由
か
ら
リ
ハ
ビ
リ
テ
イ

テ
ィ
ブ
・
ア
リ
モ
ニ
ー
の
付
与
が
で
き
る
と
し
た
も
の
（U

tz v. U
tz, 

963 A
. 2d 1049

（Conn.A
pp. Ct. 2009

））
や
、
自
活
能
力
を
取
得
で

き
る
か
否
か
が
考
慮
さ
れ
ず
に
リ
ハ
ビ
リ
テ
イ
テ
ィ
ブ
・
ア
リ
モ

ニ
ー
の
付
与
を
し
た
原
審
の
判
断
を
認
め
た
も
の
（Barker v. Bark-

er, 996 So.2d 161

（M
iss.Ct.A

pp.2008

））
が
あ
る
。

⑵
パ
ー
マ
ネ
ン
ト
・
ア
リ
モ
ニ
ー

　

パ
ー
マ
ネ
ン
ト
・
ア
リ
モ
ニ
ー
は
、
従
来
型
の
離
婚
後
扶
養
で
あ

り
、
受
給
者
の
再
婚
又
は
夫
婦
の
一
方
の
死
亡
ま
で
離
婚
後
扶
養
の
定

期
的
な
支
払
い
が
継
続
す
る
も
の
で
あ
る
。
現
在
で
も
、
パ
ー
マ
ネ
ン

ト
・
ア
リ
モ
ニ
ー
の
付
与
は
、
各
州
の
制
定
法
及
び
裁
判
例
に
お
い
て

認
め
ら
れ
て
い
る
。
パ
ー
マ
ネ
ン
ト
・
ア
リ
モ
ニ
ー
は
、
年
齢
や
心
身

の
状
況
か
ら
自
活
能
力
を
得
る
見
込
み
の
な
い
場
合
に
付
与
さ
れ
る
も

の
と
さ
れ
て
お
り
（L.J. W

eitzm
an, T

he D
ivorce Revolution, 149-

150

）、
裁
判
例
で
も
、
パ
ー
マ
ネ
ン
ト
・
ア
リ
モ
ニ
ー
は
、
離
婚
後
扶

養
を
受
給
す
る
者
に
自
活
能
力
の
あ
る
こ
と
が
不
明
確
な
場
合
に
は
、

パ
ー
マ
ネ
ン
ト
・
ア
リ
モ
ニ
ー
を
付
与
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た

も
の
が
あ
る
（M

aiers v. M
aiers, 775 N

. W
.2d 666

（M
inn.Ct.A

pp. 

2009
））。

　

し
か
し
、
裁
判
例
に
は
、
パ
ー
マ
ネ
ン
ト
・
ア
リ
モ
ニ
ー
の
付
与
の

決
定
に
、
離
婚
後
扶
養
を
受
給
す
る
者
の
事
情
だ
け
で
は
な
く
、
離
婚

後
扶
養
を
支
給
す
る
者
の
事
情
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

も
の
も
あ
り
、
例
え
ば
、
パ
ー
マ
ネ
ン
ト･

ア
リ
モ
ニ
ー
を
支
給
す
る
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者
の
支
弁
力
に
関
す
る
事
実
認
定
が
な
か
っ
た
と
し
て
、
事
件
を
差
し

戻
し
た
も
の
が
あ
る
（Lovejoy v. Lovejoy, 782 N

. W
.2d 669

（S.

D
.2010

））。

四
　
補
償
的
給
付

　

従
来
の
離
婚
後
扶
養
は
、
一
方
配
偶
者
の
有
責
性
と
他
方
配
偶
者

の
無
責
性
を
基
準
と
し
て
付
与
さ
れ
て
お
り
、
離
婚
後
扶
養
の
根
拠

も
、
付
与
の
基
準
に
従
い
、
一
方
配
偶
者
の
有
責
性
へ
の
罰
で
あ
り
、

加
罰
的
な
理
由
か
ら
一
方
配
偶
者
が
他
方
配
偶
者
に
対
し
て
離
婚
後

扶
養
を
支
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
一
九
七
〇
年
代

に
始
ま
る
離
婚
原
因
法
の
改
革
に
よ
り
、
離
婚
原
因
法
か
ら
有
責
性
が

排
除
さ
れ
る
と
、
離
婚
後
扶
養
の
付
与
の
基
準
か
ら
も
有
責
性
が
排
除

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
離
婚
後
扶
養
の
根
拠
も
有
責
性
と
は
考
え
ら
れ

な
く
な
っ
た
。
婚
姻
を
解
消
し
た
男
女
の
間
で
も
扶
養
の
関
係
を
継
続

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
明
確
な
根
拠
が
見
つ

か
ら
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
脱
す
る
た
め
に
、

二
〇
〇
二
年
に
ア
メ
リ
カ
法
律
協
会
が
公
表
し
た
『
婚
姻
解
消
法
の
原

理
』
で
は
、
離
婚
後
扶
養
の
根
拠
が
見
出
せ
な
い
こ
と
を
理
由
の
一
つ

と
し
て
、
離
婚
後
扶
養
の
概
念
を
改
め
て
、
従
来
の
各
州
の
制
定
法
や

判
例
に
は
な
い
補
償
的
支
払
い
（com

pensatory paym
ent

）
又
は
補

償
給
付
（com

pensatory aw
ard

）
と
い
う
概
念
が
示
さ
れ
た
。『
婚
姻

解
消
法
の
原
理
』
で
は
、
補
償
と
い
う
概
念
だ
け
で
な
く
、
従
来
の
各

州
の
制
定
法
や
判
例
に
は
な
い
補
償
の
付
与
・
内
容
を
決
定
す
る
基
準

も
示
さ
れ
て
い
る
。『
婚
姻
解
消
法
の
原
理
』
が
公
表
さ
れ
た

二
〇
〇
二
年
か
ら
一
〇
年
以
上
が
経
過
し
て
お
り
、『
婚
姻
解
消
法
の

原
理
』
が
各
州
の
制
定
法
及
び
裁
判
例
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た

の
で
あ
ろ
う
か
。

⑴
『
婚
姻
解
消
法
の
原
理
』
の
影
響
力

　
『
婚
姻
解
消
法
の
原
理
』
は
、
過
去
五
〇
年
間
に
お
け
る
家
族
の
在

り
方
の
変
化
に
対
応
す
べ
き
も
の
と
し
て
、
一
一
年
の
年
月
を
か
け
て

作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。『
婚
姻
解
消
法
の
原
理
』
で
は
、
離
婚
後

扶
養
の
み
な
ら
ず
、
子
の
監
護
、
子
の
扶
養
、
婚
姻
財
産
の
清
算
、
事

実
婚
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
て
い
る
。『
婚
姻
解
消
法
の
原
理
』
は
、
四

つ
の
草
案
が
公
表
さ
れ
て
い
る
が
、
草
案
の
段
階
か
ら
高
い
評
価
を
受

け
て
い
た
。
又
、
二
〇
〇
二
年
に
公
表
さ
れ
る
以
前
か
ら
三
九
の
判
例

で
『
婚
姻
解
消
法
の
原
理
』
に
含
ま
れ
る
原
理
が
採
用
さ
れ
て
お
り
、

公
表
か
ら
数
年
後
に
は
『
婚
姻
解
消
法
の
原
理
』
が
各
州
の
関
連
法
に

影
響
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
公
表
か
ら
五
年
後
の
二
〇
〇
八
年
に
行
わ
れ
た
調

査
に
よ
れ
ば
、
裁
判
例
に
お
い
て
も
、
各
州
の
制
定
法
に
お
い
て
も
、

『
婚
姻
解
消
法
の
原
理
』
の
影
響
が
あ
ま
り
み
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
が

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
（See, M

ichael R.Clisham
,Robin Fretw

ell 

W
ilson, A

m
erican Law

 Institutes̓ Principles of the Law
 of Fam

ily 

D
issolution, E

ight years A
fter A

doption: G
uiding Principles or 

O
bligatory Footnote? 42 Fam

 L.Q
,vol3. 575

）。
実
際
に
、
離
婚
後
扶

養
に
関
す
る
裁
判
例
で
は
、
補
償
と
し
て
の
意
味
を
有
す
る
離
婚
後
扶

養
の
付
与
が
認
め
ら
れ
る
も
の
が
い
く
つ
か
み
ら
れ
る
が
、
依
然
と
し
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て
補
償
と
し
て
の
意
味
を
有
し
な
い
離
婚
後
扶
養
の
付
与
を
認
め
る
も

の
が
大
半
を
占
め
て
い
る
。
又
、
補
償
の
原
理
は
、
主
に
立
法
者
に
向

け
て
提
唱
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
多
く
の
制
定
法
が
離
婚
後
扶
養
と

い
う
概
念
を
維
持
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
制
定
法
で
は
な
い

が
、
マ
リ
コ
パ
群
の
裁
判
所
が
『
婚
姻
解
消
法
の
原
理
』
の
草
案
を
参

考
に
し
た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
作
成
し
て
お
り
、『
婚
姻
解
消
法
の
原

理
』
の
影
響
は
全
く
み
ら
れ
な
い
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

⑵
『
婚
姻
解
消
法
の
原
理
』
の
補
償

　
『
婚
姻
解
消
法
の
原
理
』
で
は
、
離
婚
後
扶
養
に
代
わ
る
新
し
い
概

念
と
し
て
補
償
と
い
う
概
念
が
示
さ
れ
、
補
償
の
付
与
、
期
間
・
金
額

の
決
定
基
準
と
な
る
原
理
が
示
さ
れ
て
い
る
。
補
償
と
い
う
概
念
は
新

し
い
概
念
で
あ
る
が
、
概
念
及
び
決
定
基
準
は
、
今
ま
で
の
判
例
を
参

考
と
し
て
い
る
こ
と
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　
『
婚
姻
解
消
法
の
原
理
』
に
お
け
る
補
償
と
は
、「
離
婚
に
伴
い
一
方

配
偶
者
又
は
双
方
の
配
偶
者
が
負
担
す
る
経
済
的
損
失
を
衡
平
に
分
配

す
る
給
付
（A

LI, Principles of the Law
 of Fam

ily D
issolution : A

nal-

ysis and Recom
m

endations

（2002

）

§5. 03⑴

）」
で
あ
り
、『
婚
姻

解
消
法
の
原
理
』
は
補
償
の
種
類
と
し
て
、
①
婚
姻
中
の
生
活
水
準
の

損
失
に
対
す
る
補
償
（
五
・
〇
四
条
）、
②
子
供
の
世
話
に
よ
る
稼
働
能

力
の
損
失
に
対
す
る
補
償
（
五
・
〇
五
条
）、
③
第
三
者
の
世
話
に
よ
る

稼
働
能
力
の
損
失
に
対
す
る
補
償
（
五
・
一
一
条
）、
④
他
方
配
偶
者
の

教
育
・
訓
練
へ
の
貢
献
に
対
す
る
補
償
（
五
・
一
二
条
）、
⑤
短
期
の
婚

姻
に
お
け
る
婚
姻
前
の
生
活
水
準
の
損
失
に
対
す
る
補
償
（
五
・
一
三

条
）、
と
な
る
５
つ
を
認
め
て
い
る
。

　
『
婚
姻
解
消
法
の
原
理
』
は
、
こ
れ
ら
の
補
償
の
付
与
、
期
間
・
金

額
の
決
定
に
つ
い
て
、
明
確
な
基
準
を
設
け
て
お
り
、
そ
の
基
準
は
条

文
形
式
で
示
さ
れ
、
そ
の
条
文
に
つ
い
て
の
詳
細
な
説
明
がCom

m
ent

で
示
さ
れ
、
そ
の
条
文
の
基
礎
と
な
っ
た
判
例
もReporters note

で
示
さ
れ
て
い
る
。

　

上
述
の
よ
う
に
、『
婚
姻
解
消
法
の
原
理
』
に
お
け
る
補
償
の
原
理

が
立
法
及
び
裁
判
例
に
与
え
た
影
響
は
少
な
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ

の
基
準
を
参
考
と
し
た
裁
判
例
も
数
は
少
な
い
が
存
在
す
る
（Cohan 

v. Feuer, 2004 M
ass. LEX

IS 408

）。

⑶
補
償
の
状
況

　

補
償
の
概
念
は
、『
婚
姻
解
消
法
の
原
理
』
で
は
、
広
い
範
囲
で
補

償
の
概
念
が
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
一
般
に
は
、
育
児
を
負
担
し
た

こ
と
に
対
す
る
補
償
や
、
稼
働
能
力
の
喪
失
又
は
減
退
に
対
す
る
補

償
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
離
婚
後
扶
養
の
付
与
を
決
定
す
る
際
に
考

慮
す
べ
き
事
情
の
一
つ
と
し
て
稼
働
能
力
の
喪
失
又
は
減
退
を
挙
げ

る
裁
判
例
も
あ
る
（Baron v. Baron, N

.Y
.S.2d 456

（A
pp.D

iv.2010

））。

　

制
定
法
に
お
い
て
も
、
離
婚
後
扶
養
の
一
形
態
と
し
て
補
償
の
意
味

を
有
す
る
離
婚
後
扶
養
を
認
め
る
州
が
あ
る
。
オ
レ
ゴ
ン
州
で
は
、

一
九
九
九
年
の
法
改
正
に
よ
り
、
離
婚
後
扶
養
（support

）
の
一
つ
の

類
型
と
し
て
、
補
償
的
配
偶
者
扶
養
（Com

pensatory spousal sup-

port

）
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
補
償
的
配
偶
者
扶
養
の
条
文

は
、
第
一
一
節
（title 11

）
家
族
関
係
（D

om
estic Relations

）
の
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一
〇
七
章
（chapter 107

）「
婚
姻
解
消
、
婚
姻
無
効
、
別
居
（m

arital 

dissolution, annulm
ent, separation

」
の
中
の
一
〇
五
条
に
規
定
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
規
定
は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

一
〇
七
・
一
〇
五
条

（
１
）　

裁
判
所
は
婚
姻
無
効
、
解
消
又
は
別
居
の
判
決
を
下
す
と
き
、

裁
判
所
は
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
判
決
を
下
す
こ
と
が
で
き

る
。
…

（
ｄ
）
…
配
偶
者
扶
養
を
命
令
す
る
際
、
裁
判
所
は
、
一
又
は
複
数
の

種
類
の
配
偶
者
扶
養
を
命
令
す
る
こ
と
が
で
き
る
…
。
裁
判
所
が
次
に

掲
げ
る
配
偶
者
扶
養
を
命
令
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
Ａ
）
過
渡
的
配
偶
者
扶
養
（T

ransitional Spousal Support

）
は
、

一
方
当
事
者
が
職
場
へ
の
復
帰
又
は
仕
事
で
の
昇
進
に
必
要
な
教
育
、

訓
練
を
受
け
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
…

（
Ｂ
）
補
償
的
配
偶
者
扶
養
は
、
一
方
当
事
者
が
他
方
当
事
者
の
教

育
、
訓
練
、
職
業
上
の
能
力
、
キ
ャ
リ
ア
、
稼
働
能
力
の
形
成
に
経
済

的
に
又
は
そ
の
他
で
貢
献
し
、
補
償
的
配
偶
者
補
償
の
命
令
が
一
切
の

事
情
を
考
慮
し
て
公
正
で
衡
平
な
場
合
に
付
与
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

裁
判
所
は
、
次
に
掲
げ
る
事
情
そ
の
他
を
考
慮
し
て
補
償
的
配
偶
者
扶

養
の
付
与
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

ⅰ
貢
献
の
金
額
、
期
間
、
性
質
（nature

）

　

ⅱ
婚
姻
期
間

　

ⅲ
双
方
当
事
者
の
稼
働
能
力
の
格
差

　

ⅳ
貢
献
か
ら
婚
姻
財
産
に
与
え
た
利
益
の
程
度

　

ⅴ
双
方
当
事
者
のtax consequences

　

ⅵ
裁
判
所
が
公
正
か
つ
衡
平
と
考
慮
す
る
そ
の
他
一
切
の
事
情

（
Ｃ
）
配
偶
者
扶
養
（Spousal M

aintenance

）
は
、
一
方
配
偶
者
が
他

方
配
偶
者
を
援
助
す
る
た
め
特
定
の
期
間
に
わ
た
り
貢
献
を
し
た
場
合

に
付
与
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
…

以
上
の
よ
う
に
オ
レ
ゴ
ン
州
法
は
、
離
婚
後
扶
養
の
種
類
を
三
つ
設
け

て
お
り
、
そ
の
一
つ
に
補
償
的
配
偶
者
扶
養
を
認
め
て
い
る
。
こ
の
扶

養
の
特
徴
は
、
配
偶
者
が
教
育
、
訓
練
等
に
よ
り
、
稼
働
能
力
を
向
上

さ
せ
た
こ
と
が
要
件
と
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

一
方
が
教
育
、
訓
練
を
受
け
、
そ
の
間
、
他
方
が
一
方
を
貢
献
し
た
場

合
に
は
、
一
方
が
教
育
等
に
よ
り
稼
働
能
力
を
高
め
な
か
っ
た
と
し
て

も
、
他
方
は
扶
養
を
受
け
る
可
能
性
が
生
ず
る
こ
と
に
な
る
。

　

ま
た
、
補
償
的
配
偶
者
扶
養
の
他
に
も
、（
Ｃ
）
で
配
偶
者
扶
養
を

認
め
て
お
り
、
婚
姻
期
間
中
の
貢
献
に
対
し
て
扶
養
が
付
与
さ
れ
る
可

能
性
の
幅
が
広
げ
ら
れ
て
い
る
。

五
　
お
わ
り
に

　

一
九
七
〇
年
代
か
ら
一
九
八
〇
年
代
の
離
婚
給
付
法
の
改
革
に
よ

り
、
離
婚
後
扶
養
の
在
り
方
は
大
き
く
変
容
し
た
。
リ
ハ
ビ
リ
テ
イ

テ
ィ
ブ
・
ア
リ
モ
ニ
ー
と
呼
ば
れ
る
離
婚
後
扶
養
が
登
場
し
、
現
在
で

は
、
多
く
の
州
の
裁
判
所
が
パ
ー
マ
ネ
ン
ト
・
ア
リ
モ
ニ
ー
で
は
な

い
、
期
限
付
き
の
離
婚
後
扶
養
を
付
与
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
離
婚
後

扶
養
の
根
拠
は
、
離
婚
原
因
法
か
ら
有
責
主
義
が
採
ら
れ
な
く
な
っ
て

か
ら
、
不
明
確
な
も
の
と
な
り
、
そ
の
根
拠
を
求
め
る
べ
く
、
補
償
の
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概
念
が
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
特
に
二
〇
〇
二
年
に
ア
メ
リ
カ

法
律
協
会
が
公
表
し
た
『
婚
姻
解
消
法
の
原
理
』
は
、
公
表
さ
れ
た
当

時
、
数
年
で
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

現
在
の
離
婚
後
扶
養
の
状
況
を
み
る
限
り
、
補
償
に
関
す
る
裁
判
例
は

数
少
な
く
、
制
定
法
へ
の
影
響
も
み
ら
れ
な
い
状
況
に
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
を
み
る
と
、
補
償
が
離
婚
後
扶
養
に
代
わ
っ
て
い

る
と
は
言
い
難
く
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
離
婚
後
扶
養
の
状
況
は
、

一
九
八
〇
年
代
以
降
、
あ
ま
り
変
化
は
な
い
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
現
在
の
離
婚
後
扶
養
は
、
根
拠
が
不
明
確
で
あ
り
、
付

与
等
の
基
準
も
明
確
な
も
の
で
は
な
い
。
離
婚
後
扶
養
に
関
す
る
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
が
創
ら
れ
、
制
定
法
に
矛
盾
を
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
に
従
っ
た
命
令
を
し
て
も
よ
い
と
す
る
裁
判
例
も
あ
り
（Bo-

em
o v. Boem

o, 994 A
.2d 911 

（M
d. 2010

）.
な
お
、
そ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
は
、『
婚
姻
解
消
法
の
原
理
』
が
提
唱
す
る
補
償
の
原
理
に
従
っ
た

も
の
で
は
な
い
）、
離
婚
後
扶
養
の
付
与
等
の
明
確
な
基
準
が
必
要
と

さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
離
婚
後
扶
養
を
支
給
す
る

者
又
は
受
給
す
る
者
で
な
く
と
も
、
根
拠
が
不
明
確
な
ま
ま
で
は
婚
姻

が
解
消
し
た
男
女
の
間
に
扶
養
を
継
続
さ
せ
る
こ
と
に
抵
抗
を
感
じ
る

者
も
少
な
く
な
い
は
ず
で
あ
る
。

　

補
償
に
関
す
る
裁
判
例
、
制
定
法
は
少
な
い
が
、
一
九
八
〇
年
代
に

比
べ
れ
ば
、
少
し
ず
つ
で
は
あ
る
が
、
補
償
と
い
う
概
念
が
浸
透
し
つ

つ
あ
る
と
も
い
え
る
。
日
本
法
に
お
い
て
も
、
離
婚
後
扶
養
に
代
わ
り

補
償
と
い
う
概
念
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。
今
後
も
ア
メ
リ
カ
の
離
婚
後

扶
養
の
状
況
を
注
目
し
、
日
本
法
に
お
け
る
補
償
の
在
り
方
を
検
討
す

る
た
め
に
、
離
婚
給
付
と
し
て
の
補
償
の
妥
当
性
に
つ
い
て
研
究
を
続

け
た
い
。

（
あ
だ
ち
・
ふ
み
え　

宮
崎
大
学
教
育
文
化
学
部
准
教
授
）
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